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発行 録書 内容  

  

こ ま 募集実績  

。発行予定額を記載した場合) 

。注) 実績合計額は 券面総額又は振替社債 総額 合計額。下段。 )書 は 発行価額 総額 合計額) 基 

の   算出しております。 

                        のののの 。注)残額は 券面総額又は振替社債 総額 合計額 

のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの   。下段。 )書 は 発行価額 総額 合計額) 基 

ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの  算出しております。 

表紙  

発行 録追補書類番号  26－関東29－９ 

提出書類  発行 録追補書類 

提出先  関東財務局長 

提出日  成28 月20日 

会社名  東日本高速道路株式会社 

英訳名  Ea上下 ３じたたon Eでた三e上上与aと （omたanと １じmじ下e正 

代表者 役職氏名  代表取締役社長  廣 瀨  博 

本店 所在 場所  東京都千代田区霞が関三丁目 番 号 

電 番号  03-3506-0111 代表  

事務連絡者氏名  経理財務部長  村 山 和 夫 

寄り 連絡場所  東京都千代田区霞が関三丁目 番 号 

電 番号  03-3506-0111 代表  

事務連絡者氏名  経理財務部長  村 山 和 夫 

発行 録 対象とした募集 価証券 種類  社債 

今回 募集金額  40,000百万  

の

提出日 成26 月20日 

効力発生日 成26 月31日 

効期限 成28 月30日 

発行 録番号 26－関東29 

発行予定額又は発行残高 上限。 ) 発行予定額 930,000百万  

の

番号 提出 月日 募集金額。 ) 減額 よる訂正 月日 減額金額。 ) 

26－関東29－  成26 月13日 35,000百万  － － 

26－関東29－  成26 ７月23日 35,000百万  － － 

26－関東29－  成26 11月12日 40,000百万  － － 

26－関東29－  成27 月28日 35,000百万  － － 

26－関東29－  成27 月13日 50,000百万  － － 

26－関東29－  成27 ７月23日 40,000百万  － － 

26－関東29－７ 成27 ９月９日 40,000百万  － － 

26－関東29－  成27 11月12日 50,000百万  － － 

実績合計額。 ) 

325,000百万  

325,000百万  

減額総額。 ) し 

の

残額  。発行予定額－実績合計額－減額総額) 

605,000百万  

605,000百万  

の 

の



。発行残高 上限を記載した場合) 

該当事項はありません。 

の

残高  。発行残高 上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －

の

安定操作 関する事項  該当事項はありません。 

の

縦覧 供する場所  該当事項はありません。 

の
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第一部 証券情報  

第 募集要項  

新規発行社債 短期社債を除く。  

の 

。注) 

銘柄 

東日本高速道路株式会社第34回社債。一般担保付 独立行政法人

日本高速道路保 債務返済機構重畳的債務引受条項付)

記名 無記名 別 －の 

券面総額又は振替社債 総額。 ) 金40,000百万

各社債 金額。 ) 1,000万  

発行価額 総額。 ) 金40,000百万

発行価格。 ) 各社債 金額100 つ 金100 の 

利率。％) 0.225％ 

利払日 毎 月30日及び11月30日の 

利息支払 方法 

の ．利息支払 方法及び期限 

の。1) 本社債 利息は 払込期日 翌日 償還期日ま こ 

ののののの をつけ 成28 月30日を第 回 利息支払期日 

ののののの としてそ 日ま 分を支払い そ 後毎 月及び 

ののののの 11月 各30日 そ 日ま 前半箇 分を支払う。 

の。2) 利息を支払う 日が銀行休業日 あたると は そ 

ののののの 前銀行営業日 こ を繰り上 る。 

の。3) 半箇 満た い期間 つ 利息を支払うと は そ 

ののののの 半箇 日割をも てこ を計算する。 

の。4) 償還期日後は利息をつけ い。 

の ．利息 支払場所 

のののの 別記。。注) 15．元利金 支払 )記載 とおり。 

償還期限 成33 月19日

償還 方法 

の ．償還金額 

のののの 各社債 金額100 つ 金100  

の ．償還 方法及び期限 

の。1) 本社債 元金は 成33 月19日 そ 総額を償還 

ののののの する。 

の。2) 償還す 日が銀行休業日 あたると は そ 前銀 

ののののの 行営業日 こ を繰り上 る。 

の。3) 本社債 買入消却は 払込期日 翌日以降 いつ も 

ののののの こ を行うことが る。 

の ．償還元金 支払場所 

のののの 別記。。注) 15．元利金 支払 )記載 とおり。 

募集 方法 一般募集の 

の

申込証拠金。 ) 

各社債 金額100 つ 金100 とし 払込期日 払込金 振

替充当する。申込証拠金 は利息をつけ い。 

申込期間 成28 月20日 

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者 本店及び国内各支店のの 

払込期日 成28 月28日 

振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場 丁目 番 号 

担保 

本社債は一般担保付 あり 本社債 社債権者は 高速道路株

式会社法。 成16 法 第99号)。以下 高速道路会社法 とい

う。)第 条 定めるとこ より 当社 財産 ついて他 債

権者 先立 て自己 債権 弁済を受ける権利を する。ののの 

財務上 特約。担保提供制限) 

該当条項 し。本社債は一般担保付 あり 財務上 特約は付さ

てい い。) 

財務上 特約。そ 他 条項) 該当条項 し 

の
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 ．信用格付業者 提供さ 若しくは閲覧 供さ た信用格付 

の   。1)の 株式会社格付投資情報 ン 。以下 ７&． という。)  

本社債 ついて 当社は７&． AA+。 ルAプ ス) 信用格付を 成28 月20日付 取得して

いる。 

７&． 信用格付は 発行体が う金融債務 ついて 総合的 債務履行能力や個々 債務等が約定

通り 履行さ る確実性。信用力) 対する７&． 意見 ある。７&．は信用格付 よ て 個々 債

務等 流動性リスク 市場価値リスク 価格変動リスク等 信用リスク以外 リスク ついて

何 意見を表明するも は い。７&． 信用格付は い る意味 おいても 現在 過去 将

来 事実 表明 は い。また ７&．は 明示 黙示を問わ 提供する信用格付 又はそ 他

意見 ついて 正確性 適時性 完全性 商品性 及び特定目的へ 適合性そ 他一 事項

ついて い る保証もしてい い。 

７&．は 信用格付を行う して用いた情報 対し 品質確保 措置を講 ているが こ 情

報 正確性等 ついて独自 検証しているわけ は い。７&．は 必要と判断した場合 は 信用

格付を変更することがある。また 資料 情報 足や そ 他 状況 より 信用格付を保留

したり 取り下 たりすることがある。 

利息 配当 繰り延 元本 返済猶予 債務免除等 条項がある債務等 格付は そ 蓋然性

が高ま たと７&．が判断した場合 発行体格付又は保険金支払能力と ノッ 差を 大することが

ある。 

本社債 申込期間中 本社債 関して７&．が公表する情報へ リンク先は ７&．

。し下下た野//与与与.三-じ.続o.一た/一たn/) ュ スリリ ス ク ッ コ ン 及び同コ 右上

一覧はこち をクリックして表示さ る 格付 ュ ス一覧 掲載さ ている。 お

シス 害等何 事情 より情報を入手することが い可能性がある。そ 場合 連

絡先は以下 とおり。 

７&． 電 番号03-3276-3511 

の   。2) ィ ャパン株式会社。以下 ィ という。) 

本社債 ついて 当社は ィ A 。シングルAワン) 信用格付を 成28 月20日付

取得している。 

ィ 信用格付は 事業体 与信契約 債務又は債務類似証券 将来 相対的信用リス

ク ついて ィ 現時点 意見 ある。 ィ は 信用リスクを 事業体が契

約上 財務上 義務を期日 履行 いリスク及び フォル 事由が発生した場合 見込ま

るあ ゆる種類 財産上 損失と定義している。 ィ 信用格付は 流動性リスク 市

場価値リスク 価格変動性リスク及びそ 他 リスク ついて言及するも は い。 ィ

信用格付は 投資又は財務 関する助言を構成するも は く 特定 証券 購入 売

却 又は保 を推奨するも は い。 ィ は い る形式又は方法 よ ても こ

格付若しくはそ 他 意見又は情報 正確性 適時性 完全性 商品性及び特定 目的へ

適合性 ついて 。明示的 黙示的を問わ )い る保証も行 てい い。発行体又は債務

信用リスクは 発行体 入手した情報 又は公開情報 基 評価さ る。 ィ は

信用格付を付与する 用いる情報が十分 品質を し またそ 情報源が ィ と

て信頼 ると考え るも あることを確保するため 全て 必要 措置を講 ている。し

し ィ は監査を行うも は く 格付 過程 受領した情報 ついて常 独自

確認することは い。 ィ は 必要と判断した場合 本格付を変更することがあ

る。また ィ は 資料 情報 足や そ 他 状況 より 本格付を取り下 るこ

とがある。 

本社債 申込期間中 本社債 関して ィ が公表する情報へ リンク先は ィ

。し下下た野//与与与.moo正と上.続o.一た/) 当社格付 関する情報 ポ コ

プ スリリ ス － ィ ャパン をクリックして表示さ る 格付情

報 ィ ャパン株式会社 掲載さ ている。 お シス 害等何 事情

より情報を入手することが い可能性がある。そ 場合 連絡先は以下 とおり。 

ィ 電 番号03-5408-4100 
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の   。3) 株式会社日本格付研究所。以下 ／（７ という。) 

本社債 ついて 当社は／（７ AAA。 リプルA) 信用格付を 成28 月20日付 取得してい

る。 

／（７ 信用格付は 格付対象と る債務 ついて約定通り履行さ る確実性 程度を等 をも て

示すも ある。 

／（７ 信用格付は 債務履行 確実性 程度 関して ／（７ 現時点 総合的 意見 表明 あ

り 当該確実性 程度を完全 表示しているも は い。また ／（７ 信用格付は フォル

率や損失 程度を予想するも は い。／（７ 信用格付 評価 対象 は 価格変動リスクや市

場流動性リスク 債務履行 確実性 程度以外 事項は含ま い。 

／（７ 信用格付は 格付対象 発行体 業績 規制 を含 業界環境 変化 伴い見直さ

変動する。また ／（７ 信用格付 付与 あたり利用した情報は ／（７が格付対象 発行体及

び正確 信頼す 情報源 入手したも あるが 当該情報 は 人 的 機械的又はそ

他 理由 より誤りが存在する可能性がある。 

本社債 申込期間中 本社債 関して／（７が公表する情報へ リンク先は ／（７

。し下下た野//与与与.一続三.続o.一た/) 格 付 情 報 当 月 格 付

。し下下た野//与与与.一続三.続o.一た/下oた_続on下/三a下_じnさo02.たした) 掲載さ ている。 お シス 害等何

事情 より情報を入手することが い可能性がある。そ 場合 連絡先は以下 とお

り。 

／（７ 電 番号03-3544-7013 

 ．社債 株式等 振替 関する法 規定 適用 

本社債は そ 全部 ついて社債 株式等 振替 関する法 。 成13 法 第75号)。以下 社債等振

替法 という。) 規定 適用を受けるも とする。 

 ．社債管理者 

株式会社 ほ銀行 

の ．独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構 よる本社債 重畳的債務引受け 

。1) 当社は 独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構法。 成16 法 第100号)。以下 機構

法 という。)第15条第 項 規定 おいて独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構。以下

機構 という。)が高速道路 新設 改築 修繕又は災害復 要する費用 係る債務を引 受

けることとさ ている そ 費用 充てるため 本社債を発行する。機構法第15条第 項 基

当社が本社債 係る債務を機構 引 受けさせる債務として選定し 機構 より る債務

引受け。以下 本件債務引受け という。)が行わ た後は 機構は 当社と連 して本社債

係る債務を 担するも とする。 

。2) 本件債務引受け後は 上記。1) 規定 わ 本社債 社債権者 対して 担する本社債

係る債務 履行 関する主たる取扱は機構が行うも とする。 

。3) 当社及び機構は 本件債務引受け後遅滞無く 本件債務引受けが行わ た 本件債務引受けが

行わ た日及び下記。8) 規定する社債管理者 よる確認が行わ た を 本。注)７ 定める方法

より 本社債 社債権者 通知するも とする。 

。4) 本件債務引受け後 本社債 社債権者は 機構法第15条第 項 定めるとこ より 機構 財

産 ついても他 債権者。た し 日本高速道路保 債務返済機構債券。以下 機構債券 とい

う。) 債権者及び機構が債務引受けを行 た本社債以外 社債 社債権者を除く。) 先立 て

自己 債権 弁済を受ける権利を する。 

。5) 上記。4) 先取特権 位は 機構法第15条第 項 定めるとこ より 機構債券 債権者及び

機構が債務引受けを行 た本社債以外 社債 社債権者 先取特権と同 位と る。 

。6) 本件債務引受け後 本。注) 本文 おいて 当社 とある は 当社及び機構 と 本社債

とある は 本社債 係る債務 と読 替えるも とし 本。注)７ おいて 当社 とある は

当社及び機構 と読 替えるも とする。 

。7) 本件債務引受け後 社債権者集会 決議そ 他 方法 より本社債 係る債務 内容 変更が生

機構がそ 変更 つ 承認した場合 は 機構が 担する本社債 係る債務 内容もこ と

同様 内容 変更が生 るも とする。 
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。8) 上記。2) 。3)及び。6) 本。注) 並び 本。注)11 規定は 機構が本件債務引受け おいて当該規

定 内容を承認し つ社債管理者が当該承認を確認した場合 限り そ 効力を発するも と

し 社債管理者は 当該確認を行 た場合 はそ を当社 通知するも とする。 

の ．期限 利益喪失 関する特約 

ののののの 当社は 次 各場合 該当したと は た ち 本社債 ついて期限 利益を失う。 

。1) 別記 償還 方法 欄第 項又は別記 利息支払 方法 欄第 項 規定 違背し 営業日以

内 履行又は治癒し いと 。 

。2) 当社が本社債以外 社債 ついて期限 利益を喪失したと 。 

。3) 機構が 機構債券 道路債券 首都高速道路債券 阪神高速道路債券 本州四国連絡橋債券。以上

を総称して 以下 機構債券等 という。)又は機構が債務引受けを行 た本社債以外 社債 係

る債務 ついて期限 利益を喪失したと 。 

。4) 当社が社債を除く借入金債務 ついて期限 利益を喪失したと 又は当社以外 社債若しくは

そ 他 借入金債務 対して当社が行 た保証債務 ついて履行義務が発生した も わ

そ 履行をすることが いと 。た し 当該債務 合計額。邦貨換算後)が10億 を超

え い場合は こ 限り は い。 

。5) 当社が 破産手 開始 再生手 開始若しくは更生手 開始 申立をしたと 。 

。6) 当社が解散。合併 場合を除く。) 決議を行い る決議 つ 高速道路会社法 規定 基

く国土交通大臣 認可を受けた時点 本社債 総額 つ 機構等 法人 承 さ ることを定

める法 が公 さ い等 本社債が適 取り扱わ いことが明 と 。 

。7) 当社が 破産手 開始 再生手 開始若しくは更生手 開始 決定 又は特別清算開始 命 を

受けたと 。 

。8) 機構が解散することを定める法 が公 さ つ当該解散 日ま 本社債 関する機構法第

12条第 項第 号 定める業務を実施する者が定め たと 。 

。9) 当社が高速道路会社法 定める事業 全部若しくは重要 一部を休 若しくは廃 した場合 又

はこ 類似する事由 より本社債 社債権者 権利 実現 重大 影響を及 す事実が生

た場合 社債管理者が本社債 存 を 適当 あると認め 当社 そ を通知したと 。 

の ．期限 利益喪失 関する本件債務引受け後 追加特約 

当社及び機構は 本件債務引受けが さ た後 次 各場合 該当したと は た ち 本社債 係

る債務 ついて期限 利益を失う。 

。1) 機構が 機構債券等及び債務引受けを行 た社債 係る債務を除く借入金債務。機構が債務引受け

を行 た借入金債務を含 。) ついて期限 利益を喪失したと 。た し 当該債務 合計額

。邦貨換算後)が10億 を超え い場合は こ 限り は い。 

。2) 法 若しくは裁判所 決定 より 機構又は機構 解散 より機構 債務を承 した他 法人

対して 株式会社 おける破産 民事再生 会社更生 特別清算 そ 他こ 準 る倒産処

理手 相当する手 が開始さ たと 。 

の ７．社債権者 通知する場合 公告 方法 

本社債 関し社債権者 対し公告を行う場合は 当社は 法 別段 定めがあると を除 官報並

び 東京都及び大阪市 おいて発行する各 種以上 新聞 よりこ を行う。た し 重複するも

があると は こ を省略することが る。 

の ．社債権者集会 関する事項 

。1) 本社債 社債権者集会は 当社又は社債管理者がこ を招集するも とし 社債権者集会 日

週間前ま 社債権者集会を招集する 及び会社法第719条各号所定 事項を公告する。当該公

告をした場合 招集者は 社債権者集会 日 週間前ま 社債権者 請求があ たと は

た ち 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者 交付する。 

。2) 本社債 社債権者集会は 東京都 おいてこ を行う。 

。3) 本社債及び本社債と同一種類 社債 総額 合計額。償還済 額を除く。また 当社が する当

該種類 社債 金額 合計額はこ 算入し い。) 10分 以上 当たる社債を する社債権

者は 社債等振替法第86条第 項 規定 より交付を受けた書面を社債管理者 提示 上 社債

権者集会 目的 ある事項及び招集 理由を記載した書面を当社又は社債管理者 提出して 社
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債権者集会 招集を請求することが る。 

。4) 上記。1) いし。3) 定めるほ 当社と社債管理者が協議 上社債権者集会 関し必要と認め

る手 がある場合は こ を公告する。 

。5) 上記。1)及び。4) 公告は 本。注)７ 定める方法 よる。 

の ９．社債管理者へ 通知 

当社は 次 各場合 は あ め書面 より社債管理者 通知し け い。 

。1) 事業経営 可 資産を譲渡又は貸与しようとすると 。 

。2) 当社が当社 重要 資産 上 担保権を設定すると 。 

。3) 事業 全部又は重要 事業 一部を休 又は廃 しようとすると 。 

。4) 資本金又は準備金 額 減少 組 変更 合併 会社分割 株式交換又は株式移転。い も会社

法 おいて定義さ 又は定め るも をいう。)をしようとすると 。 

の 10．社債管理者へ 事業概況等 報告 

。1) 当社は 毎事業 度 社債管理者 事業 概況を報告し そ 決算等 ついては書面をも て社

債管理者 こ を通知する。 

。2) 社債管理者は 本社債 社債権者 利益保護 ため 必要と認める場合は 当社 対し そ 事

業 経理 帳簿書類等 関する報告書 提出を請求し 又は自 こ を調査 上そ 改善そ 他

を求めることが る。 

の 11．本件債務引受け後 機構 よる社債管理者へ 事業概況等 報告 

。1) 機構は 毎 事業 概況 決算 概況等が記載さ た書面を社債管理者 提出する。 

。2) 機構は 機構法 定める機構 業務又は組 つ 変更が生 た場合 は 社債管理者 こ を

通知する。 

。3) 社債管理者は 本社債 社債権者 利益保護 ため 必要と認める場合は 法 契約又は機構

内部規則そ 他 定め し い範囲 おいて 機構 対し そ 事業 資産 概況を知るた

め 必要 書類 提出を請求することが る。 

の 12．社債管理者 よる倒産手 属する行  

本社債 ついては 会社法第676条第 号 掲 る事項 ついて定め いも とする。 

の 13．社債管理者 よる異議 

本社債 ついては 会社法第740条第 項本文 規定を適用し いも とする。 

の 14．発行代理人及び支払代理人 

株式会社 ほ銀行 

の 15．元利金 支払 

本社債 係る元利金は 社債等振替法及び別記 振替機関 欄 記載 振替機関 業務規程そ 他 規

則 従 て支払わ る。 

の 

社債 引受け及び社債管理 委  

。1) 社債 引受け  

の 

引受人 氏名又は名称 住所 

引受金額 

。百万 ) 

引受け 条件 

の 

三菱ＵＦＪ ルガン ス ン

証券株式会社 

の 

東京都千代田区丸 内 丁目 番 号 13,000 

.引受人は本社債 全

額 つ 共同して

買取引受を行う。 

の 

.本社債 引受手数料

は総額8,000万 と

する。 

の 

村證券株式会社 

の 

東京都中央区日本橋一丁目９番 号 11,000 

の 

ほ証券株式会社 

の 

東京都千代田区大手 一丁目 番 号 9,000 

の 

ＳＭ 日興証券株式会社 

の 

東京都千代田区丸 内三丁目 番 号 7,000 

計 ― の40,000 ― 

の
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。2) 社債管理 委  

の 

新規発行 よる手取金 使途  

。1) 新規発行 よる手取金 額  

の 

。2) 手取金 使途  

上記差引手取概算額39,918百万 は 全額を 高速道路 新設 改築 修繕又は災害復 要する資金 うち

道路整備特別措置法。昭和31 法 第７号)。以下 特措法 といいます。)第51条第 項 いし第 項 規定 基

工事完了時等 機構 帰属することと る道路資産 係る建設資金として 当事業 度。 成27 月 日

成28 月31日ま )中 充当する予定 あります。  

の 

第 売出要項  

 該当事項はありません。 

の 

募集又 売出しに関する特別記載事項  

独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構 よる重畳的債務引受け ついて 

 当社は 高速道路会社法及び日本道路公団等民営化関係法施行法。 成16 法 第102号) 基 設立さ

た事業法人 あり 特措法 基 行う高速道路。注 ) 新設 改築 修繕又は災害復 を事業 一つと

しております。 

 当社が行う 新設 改築 修繕又は災害復 対象と る高速道路は 高速道路会社法第 条第 項及

び機構法第13条第 項 規定 基 成18 月31日 機構と 間 締結した 高速自動車国道 海道

縦貫自動車道函館名寄線等 関する協定 。そ 後 変更を含 以下 協定 といいます。) 定め よる

とこ ありますが 機構は 機構法第15条第 項 従い 当社が新設 改築 修繕又は災害復 を行 た

高速道路 係る道路資産。注 )が特措法第51条第 項 いし第 項 規定 より機構 帰属する時。注 )

おいて機構法第14条第 項 認可を受けた業務実施計画 定め た機構が当社 引 受ける新設 改

築 修繕又は災害復 要する費用 係る債務 限度額 範囲内 当該高速道路 新設 改築 修繕又は

災害復 要する費用 充てるため 当社が 担した債務を引 受け け いこととさ ておりま

す。 

 当社と機構は 債務 引受け ついては重畳的債務引受け 方法 よること 債券債務が機構 より重畳

的 引 受け た場合 は 当社及び機構が同 を社債管理者 通知し る通知 後 遅滞 く同

を公告すること等 ついて確認しており 本社債は 機構 帰属することと る上記道路資産 対応する債

務として当社が本社債 係る債務を選定することを前提として 償還期日ま 機構 より重畳的 債務引

受けさ ることと ります。本件債務引受け より機構が当社 本社債 係る債務を引 受けた場合

は 機構法第15条第 項 規定 より 本社債 社債権者は 機構 財産 ついて他 債権者。た し 機

構債券 債権者及び機構が債務引受けを行 た本社債以外 社債 社債権者を除 ます。) 先立 て自己

債権 弁済を受ける権利を すること ります。 お 本社債発行後 当社が新た 発行する社債が

本社債 先ん て機構 より債務引受けさ る場合があり また 本社債 係る債務引受けが適時 行わ

い場合 は 本社債 元本 償還及び利払いが重要 影響を受ける可能性があります。 

 協定 細 ついては 後記 第三部 参照情報 第  参照書類  価証券報告書及びそ 添付書

類 記載 価証券報告書中 記載する 第一部 企業情報 第  事業 状況  経営上 重要 契

約等 。1)機構と締結する協定 ついて を併せて 参照く さい。 

社債管理者 名称 住所 委 条件 

の株式会社 ほ銀行 東京都千代田区大手 一丁目 番 号 

本社債 管理委 手数料 ついて

は 社債管理者 160万 を支払う

こととしている。 

の

払込金額 総額。百万 ) 発行諸費用 概算額。百万 ) 差引手取概算額。百万 ) 

40,000 82 39,918 

の
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。注 . 高速道路会社法第 条第 項 規定する高速道路をいいます。 

. 道路 道路法 昭和27 法 第180号 第 条第 項 規定する道路をいいます。 を構成する敷地又は支壁そ 他

物件 料金 徴収施設そ 他政 定めるも を除くも とします。 をいいます。

. 当社が高速道路 新設又は改築 ため 取得した道路資産は 原則として あ め公告する工事完了 日 翌日

以後 おいては 機構 帰属し 機構 帰属する日前 おいては当社 帰属します。た し 当社及び機構が国土交通

大臣 認可を受けて機構 帰属する道路資産 内容及び機構 帰属する予定 月日を記載した道路資産帰属計画を定め

たと は 当該道路資産は当該道路資産帰属計画 従い機構 帰属することと ります。また 当社 行う高速道路

修繕又は災害復 よ て増加した道路資産は 当該修繕又は災害復 関する工事完了 日 翌日 機構 帰属しま

す。

第 第三者割当の場合の特記事項  

該当事項はありません。 
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第二部 公開買付けに関する情報  

第  公開買付けの概要  

 該当事項はありません。 

  

第  統合財務情報  

 該当事項はありません。 

の 

第  発行者(その関連者)と対象者との重要 契約  

 該当事項はありません。 

8



第三部 参照情報  

第  参照書類  

の 

会社 概況及び事業 概況等金融商品取引法。昭和23 法 第25号)第 条第 項第 号 掲 る事項 ついては

以下 掲 る書類を参照すること。 

の 

価証券報告書及びそ 添付書類  

事業 度 第10期。自 成26 月 日 至 成27 月31日)  

 成27 月24日関東財務局長 提出 

の 

四半期報告書又は半期報告書  

事業 度 第11期中。自 成27 月 日 至 成27 ９月30日) 

成27 12月25日関東財務局長 提出 

の 

第  参照書類の補完情報  

参照書類として 価証券報告書及び半期報告書 以下 価証券報告書等 といいます。 記載さ た 事業

等 リスク ついて 当該 価証券報告書等 提出日以後 本発行 録追補書類提出日。 成28 月20日)ま

間 おいて生 た変更そ 他 事由はありません。 

 また 当該 価証券報告書等中 おける将来 関する事項は 本発行 録追補書類提出日。 成28 月20日)現在

おいても変更 必要は いと判断しております。 

の 

第  参照書類を縦覧に供している場所  

  東日本高速道路株式会社本店 

  。東京都千代田区霞が関三丁目 番 号) 
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第四部 保証会社等の情報  

第 保証会社情報  

 該当事項はありません。 

 

第 保証会社以外の会社の情報  

当該会社 情報 開示を必要とする理由  

本発行 録追補書類 より募集する東日本高速道路株式会社第34回社債。一般担保付 独立行政法人日本高速道路

保 ･債務返済機構重畳的債務引受条項付)。以下 本社債 といいます。) は保証は付さ ません。し し が

独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構。以下 機構 といいます。)は 独立行政法人日本高速道路保

債務返済機構法。 成16 法 第100号)。以下 機構法 といいます。)第15条第 項 従い 当社が新設 改築 修

繕又は災害復 した高速道路。注 ) 係る道路資産。注 )が道路整備特別措置法。昭和31 法 第７号)。以下 特措

法 といいます。)第51条第 項 いし第 項 規定 より機構 帰属する時。注 ) おいて 機構法第14条第 項

認可を受けた業務実施計画 定め た機構が当社 引 受ける新設 改築 修繕又は災害復 要する費用

係る債務 限度額 範囲内 当該高速道路 新設 改築 修繕又は災害復 要する費用 充てるため 当社

が 担した債務を引 受け け いこととさ ております。本社債は 機構 帰属することと る上記道

路資産 対応する債務として当社が本社債 る債務を選定することを前提として 償還期日ま 機構 より

重畳的 債務引受けさ ることと るため 機構 る情報 開示を行うも あります。 

債務引受け 細 ついては 参照書類として 価証券報告書 第一部 企業情報 第  事業 状況 ７ 

財政状態 経営成績及びキャッシュ フロ 状況 分析 。1) 財政状態 経営成績及びキャッシュ フロ 状

況 重要 影響を与える要因 ついて  機構 よる債務引受け等 ついて を併せて 参照く さい。 

。注) ．高速道路株式会社法。 成16 法 第99号)第 条第 項 規定する高速道路をいいます。 

．道路。道路法。昭和27 法 第180号)第 条第 項 規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁そ

他 物件。料金 徴収施設そ 他政 定めるも を除くも とします。)をいいます。 

．当社が高速道路 新設又は改築 ため 取得した道路資産は 原則として あ め公告する工事完了

日 翌日以後 おいては 機構 帰属し 機構 帰属する日前 おいては当社 帰属します。た し 当社

及び機構が国土交通大臣 認可を受けて機構 帰属する道路資産 内容及び機構 帰属する予定 月日を記

載した道路資産帰属計画を定めたと は 当該道路資産は当該道路資産帰属計画 従い機構 帰属すること

と ります。また 当社 行う高速道路 修繕又は災害復 よ て増加した道路資産は 当該修繕又は災

害復 関する工事完了 日 翌日 機構 帰属します。 

 

開示会社たる当該会社 関する事項  

該当事項はありません。 

 

開示会社 該当し い当該会社 関する事項  

独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構 ついて 

 機構は 高速道路 係る道路資産 保 並び 当社 首都高速道路㈱ 中日本高速道路㈱ 西日本高速道路㈱

阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱。以下 こ 株式会社を総称して 又は文脈 よりそ い

を 高速道路会社 といいます。) 対する る資産 貸付け 承 債務及びそ 他 高速道路 新設 改築等

係る債務 期 確実 返済等 業務を行うこと より 高速道路 係る国民 担 軽減を るととも 高

速道路会社 よる高速道路 関する事業 滑 実施を支援することを目的として 成17 10月 日 設立さ

た独立行政法人 す。 

 

本発行 録追補書類提出日。 成28 月20日)現在 機構 概要は下記 とおり す。 

 名称       独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構 

 設立根拠法    独立行政法人日本高速道路保 債務返済機構法 

 主たる事務所 所在地 

   神奈 県 浜市西区高島一丁目 番 号 

   子会社及び関連会社はありません。 

 役員       機構法第７条第 項 規定 より 機構 は 役員としてそ 長 ある理事長及び監事

人を置くとさ ており い も 国土交通大臣 より任命さ ます。 

 また 同条第 項 規定 より 役員として理事 人以内を置くことが るとさ て

おり 成27 月31日現在 名が任命さ ております。理事は 理事長 定めるとこ

より 理事長を補佐して機構 業務を掌理しております。 お 現任 理事長 任期

は 理事及び現任 監事 任期は あります。 
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 資本金及び資本構成 

 成27 月31日現在 機構 資本金及び資本構成は下記 とおり あり 資本金は

そ 全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。 

 資本金 5,534,088百万

政府出資金 4,049,092百万

地方公共団体出資金 1,484,996百万

 資本剰余金  843,252百万

資本剰余金     89百万

日本道路公団等民営化関係法施行法 

第15条 よる積立金 

 850,932百万

損益外除売却差額相当額    △40百万

損益外減価償却 計額  △5,668百万

損益外減損損失 計額  △2,061百万

 利益剰余金 3,922,602百万

純資産合計 10,299,943百万

 

 機構 財務諸表は 独立行政法人通則法。 成11 法 第103号)。以下 通則法 といい

ます。) 機構法 独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等 基 作成

さ ます。 

 機構 財務諸表は 金融商品取引法。昭和23 法 第25号)第193条 第 項 規定

基 く監査証明を受けておりませんが 毎事業 度 国土交通大臣 承認を受ける必要が

あります。通則法第38条)。また そ 監査 ついては 機構 監事。通則法第19条第 項)

及び会計監査人。通則法第39条) より実施さ るも ほ 会計検査院法。昭和22 法

第73号)第22条第 号 規定 基 会計検査院 よ ても実施さ ます。 

 

 事業 内容。 成27 月 日現在) 

。a) 目的      高速道路 係る道路資産 保 貸付け 債務 期 確実 返済等を行うこと より

高速道路 係る国民 担 軽減を るととも 高速道路会社 よる高速道路 関する事

業 滑 実施を支援すること 

。継) 業務 範囲  。 ) 高速道路 係る道路資産 保 及び高速道路会社へ 貸付け 

。 ) 承 債務 返済。返済 ため 借入 係る債務 返済を含 ます。) 

。 ) 協定 基 く高速道路会社が高速道路 新設 改築 修繕又は災害復 要する費用

充てるため 担した債務 引受け及び当該債務 返済。返済 ため 借入 係る

債務 返済を含 ます。) 

。 ) 政府又は政 定める地方公共団体 受けた出資金を財源とした 首都高速道路㈱

又は阪神高速道路㈱ 対する首都高速道路又は阪神高速道路 新設又は改築 要する

費用 一部 無利子貸付け 

。 ) 国 交付さ た補助金を財源とした 高速道路会社 対する高速道路 災害復

要する費用 充てる資金 一部 無利子貸付け 

。 ) 国 交付さ た補助金を財源とした 高速道路会社 対する高速道路 うち当該高

速道路と道路 高速道路を除 ます。 とを連結する部分 国土交通省 定めるも

整備 要する費用 充てる資金 一部 無利子貸付け 

。 ) 政 定める地方公共団体 交付さ た補助金を財源とした 首都高速道路㈱又は

阪神高速道路㈱ 対する首都高速道路又は阪神高速道路 新設 改築 修繕又は災害

復 要する費用 充てる資金 一部 無利子貸付け 

。 ) 高速道路会社 経営 力 よる高速道路 新設 改築 維持 修繕そ 他 管理 要

する費用 縮減を助長するため 必要 助成 

。 ) 高速道路会社が高速道路 新設 改築 維持 修繕そ 他 管理を行う場合 おいて

特措法及び災害対策基本法。昭和36 法 第223号) 基 当該高速道路 ついて行う

そ 道路管理者 権限 代行そ 他 業務 

。 ) 本州四国連絡橋 建設 伴う一般旅客定期航路事業等 関する特別措置法 規定する

業務 

。 ) 本州と四国を連絡する鉄道施設 管理 

。 ) 。 ) 鉄道施設を 償 鉄道事業者 利用させる業務 
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(c) 事業にかかる関係法令 

 機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。 

(ⅰ) 機構法 

(ⅱ) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号) 

(ⅲ) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第

64号) 

(ⅳ) 通則法 

(ⅴ) 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号) 

(ⅵ) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号) 

 

 なお、機構については、機構法第31条第１項により、別に法律で定めるところにより平成77年９月30日までに解

散すること、また同条第２項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日に

おいて少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路

公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)附則第２条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路

公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められてお

りましたが、平成27年７月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社

の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。 

 道路関係四公団の民営化の経緯については参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第２ 事業の

状況 ４ 事業等のリスク 16．高速道路関係法令の適用」を、また協定については「第一部 企業情報 第２ 

事業の状況 ５ 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定について」を併せてご参照ください。 
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取

参照方式 利用適格要件を満たし い こ を示す書面

取

会社名 東日本高速道路株式会社

代表者 役職氏名 代表 締役社長 廣 瀨 博

取

取

当社 間 し 価証券報告書を提出し お ます

取

当社 本邦におい 行 録書 提出日( 成平6 平0日)以前５ 間にそ 募集又 売出しに

係 価証券届出書又 行 録追補書類を提出す こ によ 行し 又 交付さ た社債券 券

面総額又 振替社債 総額が100億円以上 あ ます

 

 

(参考)

東日本高速道路株式会社第平5回社債(一般担保付 独立行政法人日本高速道路保 ・債務返済機構重畳

的債務引 条項付)取 成平6 11日 募集 券面総額又 振替社債 総額 年00億円

合計額 年00億円
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事業内容 概要及び主要 経営指標等 推移 

 

 

．事業内容 概要 

 当社及び関係会社。子会社26社及び関連会社７社。 成27 ９月30日現在))は 高速道路事業 受 事業 道路休憩

所事業 そ 他 部門 関係する事業を行 ております。 

 

．主要 経営指標等 推移 

 

。1) 連結経営指標等 

回次 第 期 第７期 第 期 第９期 第 10 期 

決算 月 成 23 月 成 24 月 成 25 月 成 26 月 成 27 月

営業収益 。百万 ) 800,392 839,816 840,461 859,053 1,088,710

経常利益 。百万 ) 11,898 7,179 10,879 5,795 10,022

当期純利益 。百万 ) 7,797 4,515 8,275 2,296 10,293

包括利益 。百万 ) 7,773 4,541 8,274 2,323 26,222

純資産額 。百万 ) 159,433 163,974 172,248 156,094 178,268

総資産額 。百万 ) 800,534 727,777 814,774 882,424 978,351

株当たり純資産額 。 ) 1,518.40 1,561.66 1,640.46 1,486.61 1,697.79

株当たり当期純利益金額 。 ) 74.26 43.00 78.81 21.87 98.03

潜在株式調整後 株当たり 

当期純利益金額 

。 ) － － － － －

自己資本比率 。％) 19.9 22.5 21.1 17.6 18.2

自己資本利益率 。％) 4.8 2.7 4.8 1.4 6.1

株価収益率 。倍) － － － － －

営業活動 よる 

キャッシュ フロ  

。百万 ) △3,038 70,299 38,390 △51,645 66,752

投資活動 よる 

キャッシュ フロ  

。百万 ) △18,556 △19,968 △25,152 △29,670 △26,359

財務活動 よる 

キャッシュ フロ  

。百万 ) △19,315 △66,178 22,428 43,436 △8,395

現金及び現金同等物  

期 残高 

。百万 ) 50,409 34,560 70,226 32,345 64,342

従業員数 

外 均臨時雇用人員  

。人) 
12,648 13,476 13,446 13,736 13,940

2,162 1,989 2,367 2,549 2,629

。注) ．営業収益 は 消費税等は含ま ておりません。 

．潜在株式調整後 株当たり当期純利益金額 ついては 潜在株式が存在し いため記載しておりません。 

．株価収益率 ついては 当社株式は非上場 あるため記載しておりません。 

．従業員数は就業人員。当社グル プ 当社グル プ外へ 出向者を除 当社グル プ外 当社グル プへ 出向者 

を含 ます。) あり 臨時従業員数はお  が内 間 均人員を外数 記載しております。 
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。2) 提出会社 経営指標等 

回次 第 期 第７期 第 期 第９期 第 10 期 

決算 月 成 23 月 成 24 月 成 25 月 成 26 月 成 27 月

営業収益 (百万 ) 771,298 804,680 803,236 821,457 1,052,896

経常利益 (百万 ) 6,404 4,983 5,175 845 4,470

当期純利益又は当期純損失

(△) 
(百万 ) 2,497 3,071 3,355 △125 2,458

資本金 (百万 ) 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500

発行済株式総数 (千株) 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

純資産額 (百万 ) 136,773 139,845 143,200 143,075 141,840

総資産額 (百万 ) 778,692 700,794 783,845 849,537 938,317

株当たり純資産額 ( ) 1,302.60 1,331.85 1,363.81 1,362.62 1,350.86

株当たり配当額 
(うち 株当たり中間配当額) 

( ) 
－ － － － －

(－) (－) (－) (－) 。－)

株当たり当期純利益金額又

は当期純損失(△) 
( ) 23.78 29.25 31.95 △1.19 23.41

潜在株式調整後 株当たり 
当期純利益金額 

( ) － － － － －

自己資本比率 (％) 17.5 19.9 18.2 16.8 15.1

自己資本利益率 (％) 1.8 2.1 2.3 △0.0 1.7

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数 (人) 2,213 2,192 2,189 2,189 2,196

。注) ．営業収益 は 消費税等は含ま ておりません。 

．潜在株式調整後 株当たり当期純利益金額 ついては 潜在株式が存在し いため記載しておりません。 

．株価収益率 ついては 当社株式は非上場 あるため記載しておりません。 

．従業員数は就業人員。当社 社外へ 出向者を除 社外 当社へ 出向者を含 ます。) あり 臨時従業員数は従 

業員数 100分 10 満 あるため記載を省略しております。 
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